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障害保健福祉に関する動き

令和７年度

令和８年度

令和９年度

■障害福祉計画等に関する基本指針の改正

★社会福祉法等の一部改正法案提出（市町村・都道府県に
よる障害福祉計画
等の策定作業）

※法の成立後、基本指針の所要の改正

令和６年度

令和11年度

令和12年度

●令和６年度障害福祉サービス等報酬改定

第４期障害児福祉計画期間
第８期障害福祉計画期間

★障害者総合支援法等のR４改正の施行
※法の施行後５年を目途とする検討規定

●令和８年度障害福祉サービス等報酬改定

●令和９年度障害福祉サービス等報酬改定

●令和12年度障害福祉サービス等報酬改定

～

障害福祉計画等・制度改正 障害福祉サービス等報酬
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障害福祉に関する状況の変化（まとめ）

○障害福祉サービス関係予算額：
約0.9兆円（H25（2013）年度）→約2.3兆円（R８（2026）年度）

○障害福祉サービス等の利用者数：
817,110人（H25 （2013）年度）→1,732,396人（R７ （2025）年度） ※各年度10月時点

○障害福祉サービス等の事業所数：
83,198箇所（H25 （2013）年度）→163,415箇所（R６ （2024）年度） ※各年度３月時点

○入所施設から地域生活に移行した人数：
累計14,329人（H27 （2015）年度～R５ （2023）年度※基本指針第４期～第６期）

○就労系障害福祉サービスから一般就労へ移行した人数：
約1.0万人（H25 （2013）年）→約2.9万人（R６ （2024）年）

○障害福祉サービスと全産業の平均賃金の差：
9.5万円（H25 （2013）年）→7.7万円（R７ （2025）年）

○障害福祉サービス従事者の有効求人倍率：
1.73（H25 （2013）年度）→3.36（R６ （2024）年度） ※Ｈ25年度は障害者総合支援法施行年度

（※障害者・児をまとめた数値）
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障害福祉サービス関係予算額は１９年間で約４．５倍に増加している。
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（+5.2%）

23,293億円
（+8.8%）
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１．障害福祉サービスの動向

２．就労系障害福祉サービスの現状

３．報酬改定（R8、R9）

４．障害者就労支援施策の最近の動向



障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス

※事業所数、利用者数は令和8年1月国保連データ

サービス名 事業概要 事業所数 利用者数

就労選択支援
（令和７年10月～）

〔対象者〕 一般就労・就労系障害福祉サービスの利用について、進路選択
のための支援が必要な者

〔事業概要〕就労アセスメントの手法を活用し、本人の希望、就労能力や適
性等に合った選択を支援
（利用期間：原則１ヶ月）

331
事業所

702
人

就労移行支援

〔対象者〕 一般就労が可能と見込まれる者

〔事業概要〕・一般就労等に向けた訓練の提供
・求職活動支援、適性に合った職場開拓
・就労後の職場定着支援（６か月）

（標準利用期間：２年、必要性が認められた場合に限り、最大１年更新可能）

2,780
事業所

37,690
人

就労継続支援
Ａ型

〔対象者〕 一般就労が困難で、雇用契約に基づく就労が可能である者

〔事業概要〕・雇用契約に基づく就労の機会を提供
・必要な知識・能力が高まった者は、一般就労に向け支援
（利用期間：制限なし）

4,349
事業所

86,162
人

就労継続支援
Ｂ型

〔対象者〕 一般就労が困難で、雇用契約に基づく就労が困難である者

〔事業概要〕・就労・生産活動の機会を提供（雇用ではない）
・必要な知識・能力が高まった者は、一般就労等に向け支援
（利用期間：制限なし）

20,061
事業所

420,301
人

就労定着支援

〔対象者〕 障害福祉サービスを利用して一般就労に移行（就職）後、６
か月経過した者

〔事業概要〕就労継続に向け、
・日常生活・社会生活上の問題に関する相談
・企業等や関係機関等との連絡調整等
（利用期間：３年）

1,843
事業所

20,272
人
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就労選択支援：総費用、利用人数、1人当たり費用額
出典：国保連データ

注：値は各３月分の平均値
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就労移行支援：総費用、利用人数、1人当たり費用額
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就労移行支援：総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
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就労継続支援Ａ型：総費用、利用人数、1人当たり費用額

11

12,255 12,281 12,458 12,007 13,274 13,368 13,525 13,324 14,814 14,904 15,165 14,865 15,944 15,723 15,765 15,072 17,740 17,765 17,406 

77,647 78,004 78,363 79,011 80,889 82,162 82,546 83,719 86,221 87,567 88,390 89,592 89,463 86,817 85,061 84,950 86,105 86,794 86,008 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

R３

４～６月

R３

７～９月

R３

10～12月

R４

１～３月

R４

４～６月

R４

７～９月

R４

10～12月

R５

１～３月

R５

４～６月

R５

７～９月

R５

10～12月

R６

１～３月

R６

４～６月

R６

７～９月

R６

10～12月

R７

１～３月

R７

４～６月

R７

７～９月

R７

10～12月

総費用 利用人数単位:百万円 単位：人

157,829 157,445 158,977 
151,961 

164,106 162,703 163,845 159,150 
171,814 170,198 171,567 165,919 

178,218 181,100 185,341 
177,427 

206,026 204,675 202,372 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

R３

４～６月

R３

７～９月

R３

10～12月

R４

１～３月

R４

４～６月

R４

７～９月

R４

10～12月

R５

１～３月

R５

４～６月

R５

７～９月

R５

10～12月

R６

１～３月

R６

４～６月

R６

７～９月

R６

10～12月

R７

１～３月

R７

４～６月

R７

７～９月

R７

10～12月

１人当たり費用額単位:円

出典：国保連データ

注：値は各３月分の平均値

第155回（R8.4.24）
社会保障審議会

障害者部会｜参考資料２



就労継続支援Ａ型：総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
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就労継続支援Ｂ型：総費用、利用人数、1人当たり費用額
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出典：国保連データ

注：値は各３月分の平均値

第155回（R8.4.24）
社会保障審議会

障害者部会｜参考資料２



就労継続支援Ｂ型：総費用、事業所数、1事業所当たり費用額

14
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１事業所当たり費用額単位:千円

出典：国保連データ

注：値は各３月分の平均値

第155回（R8.4.24）
社会保障審議会

障害者部会｜参考資料２



就労定着支援：総費用、利用人数、1人当たり費用額

15

414 418 434 438 451 453 466 476 473 479 504 521 597 604 627 640 654 663 688 
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１人当たり費用額単位:円

出典：国保連データ

注：値は各３月分の平均値
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就労定着支援：総費用、事業所数、1事業所当たり費用額

16

414 418 434 438 451 453 466 476 473 479 504 521 597 604 627 640 654 663 688 
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１事業所当たり費用額単位:千円

出典：国保連データ

注：値は各３月分の平均値

第155回（R8.4.24）
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13.3%

13.8%
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33.3%
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1.1%
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令和５年12月

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者

利用者の障害種別の分布状況

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者 合計

R5.12 13,061 29,633 45,325 7 941 88,967

R6.12 11,761 28,170 44,253 11 921 85,116

R7.12 11,468 27,773 46,188 7 955 86,391

【出典】国保連データ

（単位：人）

就労継続支援Ａ型利用者の障害種別分布状況

○ 身体障害者、知的障害者の割合は減少傾向にある。

○ 精神障害者の割合は増加傾向にあり、全利用者に占める割合が５割を超えている。

（参考）
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R5.12 35 1,963 19,038 18,555 19,567 21,094 6,600 2,115 88,967

R6.12 47 1,874 18,364 18,177 18,038 20,219 6,394 2,003 85,116

R7.12 56 1,819 18,532 18,555 18,040 20,511 6,868 2,010 86,391

【出典】国保連データ

（単位：人）

就労継続支援Ａ型利用者の年齢階層別分布状況

○ 年齢階層別の利用者分布の推移を見ると、特に５０歳代の利用者が増えてきており、半数以上

が４０歳以上である。

（参考）
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【出典】国保連データ（各年度とも3月サービス提供分）

事業所数の推移 設置主体別割合の推移

○ 設置主体別に就労継続支援A型事業所数の推移を見ると、営利法人が設置する事業所数が増
加している。

就労継続支援Ａ型事業所の設置主体別の状況
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3,767

（ヵ所）

4,196

（参考）
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（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ）

（参考）



就労継続支援Ａ型 都道府県別平均賃金月額
（単位：円）

（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ）

都道府県 令和５年度 令和６年度 前年度比 都道府県 令和５年度 令和６年度 前年度比

北海道 87,766 92,083 104.92% 滋賀県 88,765 90,721 102.20%

青森県 76,407 83,812 109.69% 京都府 93,031 96,939 104.20%

岩手県 88,630 94,595 106.73% 大阪府 89,367 96,516 108.00%

宮城県 81,276 85,123 104.73% 兵庫県 89,142 93,541 104.93%

秋田県 76,997 73,802 95.85% 奈良県 84,547 87,670 103.69%

山形県 88,005 90,764 103.13% 和歌山県 99,352 101,751 102.41%

福島県 81,220 83,639 102.98% 鳥取県 87,917 90,019 102.39%

茨城県 85,056 89,114 104.77% 島根県 103,724 107,724 103.86%

栃木県 78,788 83,038 105.39% 岡山県 90,284 98,888 109.53%

群馬県 79,546 82,046 103.14% 広島県 102,410 107,968 105.43%

埼玉県 85,331 88,988 104.29% 山口県 85,179 89,410 104.97%

千葉県 78,197 85,290 109.07% 徳島県 79,381 85,817 108.11%

東京都 106,498 111,818 105.00% 香川県 78,611 87,658 111.51%

神奈川県 94,395 97,656 103.46% 愛媛県 80,860 84,187 104.12%

新潟県 80,963 83,376 102.98% 高知県 99,123 102,740 103.65%

富山県 80,054 84,672 105.77% 福岡県 85,333 88,749 104.00%

石川県 82,036 83,792 102.14% 佐賀県 91,708 92,910 101.31%

福井県 95,522 100,351 105.06% 長崎県 96,744 100,570 103.96%

山梨県 81,021 87,077 107.47% 熊本県 83,220 88,476 106.32%

長野県 89,781 93,924 104.61% 大分県 95,511 98,056 102.66%

岐阜県 87,120 92,168 105.79% 宮崎県 74,967 78,410 104.59%

静岡県 85,647 88,793 103.67% 鹿児島県 80,117 83,998 104.84%

愛知県 85,738 91,355 106.55% 沖縄県 78,438 83,114 105.96%

三重県 83,539 91,413 109.42% 全国平均 86,752 91,451 105.42%

（参考）
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就労継続支援Ａ型における生産活動の経営状況（令和７年３月末時点）

【生産活動の経営状況（令和７年３月末日時点）】

○ 就労継続支援A型における生産活動の状況を確認したところ、生産活動の収益が利用者の賃金総額を下回っ

ている(注)事業所は4,006事業所のうち774事業所（19.3%）

※１ 令和７年３月末日時点
※２ （ ）内に前年度の状況（令和６年３月末時点）を記載
※３ 指定基準を満たしていない事業所（774）のうち、経営改善計画書を提出している事業所は734事業所（提出率94.8%）
※４ 指定基準を満たしていない事業所（774）のうち、令和６年３月末時点も指定基準を満たしていない事業所は497事業所（64.2%）

（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ）

（注）就労継続支援A型事業所については、平成29年度から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準」（平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。）第192条第2項において、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る
事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない」こととされている。指定権者である自治体は、事業
所の状況把握を行い、事業所が当該指定基準を満たしていない場合、経営改善計画書を提出させることとしている。 また、令和６年度報酬改定では、就労継続支援Ａ型事
業所の質の確保・向上を図るため、従来より指定基準において求めていたことに関して、生産活動収支が賃金総額 を上回った場合を高く評価するとともに、下回った場合
に厳しくする等の見直しを行った。

指定事業所
経営状況を

把握した事業所
指定基準を満たしていない事業所

4,471

(4,651)

4,006

(3,880)

774

(1,453)

19.3%

(37.4%)

（参考）
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１．障害福祉サービスの動向

２．就労系障害福祉サービスの現状

３．報酬改定（R8、R9）

４．障害者就労支援施策の最近の動向
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一人当たり費用額(月額平均)の推移（万円）

障害者・障害児

近年の障害福祉サービス等の総費用額の動向

○ 近年の障害福祉サービス等の総額の動向をみると、持続的に伸び続けているが、特にR5→R6年度に

かけて急伸（12.1%）。この間の総額、利用者数、一人当たり費用額の動きは下図のとおり。
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6.0%

0.9%

（出典）国保連データ 24
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R 5→R 6年度の主なサービスごとの年間総費用額の推移と伸び率

⚫年間総費用額全体に占める割合が１％以上のサービス類型について、R5年度からR6年度にかけての年間総費用額の

伸び幅・伸び率は以下のとおり。

年間総費用額と伸び幅・伸び率 サービスごとの年間総費用額と伸び率の比較（イメージ）

10.1%

14.5%
14.9%

2.3%

5.6%

16.5%

13.2%

7.2% 4.6%

20.1%

14.3% 14.9%

R5年度 R6年度 伸び率

(R5→R6)

年間総費用額（億円） 伸び幅
(R5→R6)

伸び率
(R5→R6)R5年度 R6年度

居宅介護 2,600 2,863 263 10.1%

重度訪問介護 1,417 1,622 205 14.5%

短期入所 511 586 76 14.9%

療養介護 697 713 16 2.3%

生活介護 8,602 9,085 483 5.6%

施設入所支援 2,124 2,475 351 16.5%

共同生活援助 4,163 4,712 548 13.2%

就労移行支援 800 858 57 7.2%

就労継続支援Ａ型 1,792 1,875 83 4.6%

就労継続支援Ｂ型 5,242 6,294 1,052 20.1%

児童発達支援 2,388 2,728 341 14.3%

放課後等
デイサービス

5,306 6,098 792 14.9%

障害者 29,234 32,548 3,315 11.3%

障害児 8,067 9,261 1,194 14.8%

全体 37,300.7 41,809.8 4,509 12.1%

（出典）国保連データ
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主なサービスごとの事業所数の伸び率と１人当たり費用額の伸び率
※年間総費用額全体に占める割合が１％以上のサービス類型

（出典）
国保連データ

総費用額
（億円・R6年度）

収支差率
（R6年度）

伸び率
(R6第１四半期

→R7第１四半期)

伸び率
(R5→R6)

伸び率
(R4→R5)

伸び率
(R3→R4)

居宅介護 2,863 8.9%
事業所数 1.16% 1.77% 2.49% 2.45%

１人当たり費用 6.65% 6.74% 4.92% 3.25%

重度訪問介護 1,622 6.4%
事業所数 -0.85% 0.17% 1.40% 0.75%

１人当たり費用 7.70% 8.01% 7.73% 6.98%

短期入所 586 2.3%
事業所数 6.79% 8.20% 13.48% 8.43%

１人当たり費用 1.25% 4.01% -4.16% -1.52%

療養介護 713 1.3%
事業所数 -0.77% 0.13% 0.42% 0.52%

１人当たり費用 1.34% 1.92% 0.86% 0.48%

生活介護 9,085 6.3%
事業所数 1.77% 1.94% 3.31% 3.61%

１人当たり費用 3.41% 5.00% 1.89% 0.95%

施設入所支援 2,475 2.7%
事業所数 -0.04% -1.05% -0.36% -0.40%

１人当たり費用 6.05% 18.28% 2.87% 2.36%

共同生活援助
【合計】 4,712 5.5％

事業所数 6.03% 6.91% 8.86% 10.89%
１人当たり費用 6.67％ 4.04％ 5.03％ 5.38％

共同生活援助
（介護サービス包括） 3,905 6.9%

事業所数 5.67% 6.63% 8.28% 10.71%
１人当たり費用 5.44% 2.74% 3.80% 3.63%

共同生活援助
（外部サービス利用）

151 2.4%
事業所数 -6.52% -5.63％ -2.09% -3.19%

１人当たり費用 3.93% 2.95% 2.94% 3.48%

共同生活援助
（日中サービス支援）

655 5.1%
事業所数 23.36% 26.65% 37.78% 56.79%

１人当たり費用 5.36% 1.82% 0.32% 2.31%

就労移行支援 858 6.0%
事業所数 -2.03% -2.98% -1.73% -1.80%

１人当たり費用 3.78% 5.66% 2.54% 2.95%

就労継続支援Ａ型 1,875 6.8%
事業所数 -5.02% -1.96% 4.98% 6.51%

１人当たり費用 15.60% 6.27% 4.57% 3.76%

就労継続支援Ｂ型 6,294 6.2%
事業所数 8.31% 7.63% 6.85% 7.81%

１人当たり費用 4.01% 10.07% 1.89% 0.68%

児童発達支援 2,728 7.8%
事業所数 10.01% 10.36% 13.69% 16.14%

１人当たり費用 5.15% 5.24% 3.62% 3.38%

放課後等デイサービス 6,098 9.1%
事業所数 7.65% 6.85% 8.58% 11.39%

１人当たり費用 3.00% 5.01% 2.09% 1.83%

障害者 32,548
事業所数 3.04% 3.40% 4.45% 4.52%

１人当たり費用 5.02% 6.89% 3.07% 2.12%

障害児 9,261
事業所数 8.30% 8.27% 10.37% 12.37%

１人当たり費用 3.63% 5.31% 2.53% 2.26%

全体 41,810
4.6％

（6.5％）

事業所数 4.50% 4.73% 6.00% 6.47%

１人当たり費用 4.25% 5.95% 2.21% 1.35% 26
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○ 就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就職者数は、当該事業所の定員数を上限とする。

○ また、同一事業所だけではなく、他の事業所において過去３年間で算定実績がある利用者について、ハラスメントなどや
むを得ない事情で退職した者など市町村長が適当と認める者を除き、算定不可であることを明確化する。

※ 令和９年度報酬改定に向けて、就労移行支援体制加算のあり方については改めて議論

算定要件等

２（１）就労移行支援体制加算の見直し

○ 就労継続支援Ａ型等においては、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を
評価するため、前年度の就職者数に応じた加算を設定している（就労移行支援体制加算）。

○ この加算について、同一の利用者についてA型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返し、その都度
加算を取得するという、本来の制度趣旨と異なる形で算定する事業者の報道があるところ。

○ 本来の制度趣旨に沿った運用が行われるよう、就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就
職者数に上限（定員数まで）を設定するなど、適正化を行う。 【告示改正・令和８年４月施行 】

概要 【生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型】

（参考）就労移行支援体制加算

・一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価する加算

・前年度において、就労継続支援Ａ型等を受けた後に一般就労へ移行し、６月以上就労継続している者が１名以上いる場合、評価点
に応じた所定単位数にその前年度実績の人数及び利用者数を乗じた単位数を加算

・この実績の人数については、原則として、同一の利用者につき過去３年間で算定実績がある場合は算定不可（都道府県知事又は市
町村長が適当と認める者に限る）としている（R6報酬改定）
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○ 基本報酬区分の基準額をそれぞれ３千円引き上げる。
※ 基準額の引き上げ幅は、平均工賃月額の上昇幅（約６千円）の１／２である３千円に留める

○ 併せて、下記の配慮措置を講じる。
・令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外とする。
・今回の見直しにより区分が下がる事業所について、基本報酬の減少額が３％程度に収まるよう、中間的な区分を新設
する。

・令和６年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準については引き上げず、据え置く。

算定要件等

２（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

○ 平均工賃月額の算定方式の見直しにより、平均工賃月額が約６千円上昇し、想定以上に高い報酬区分の事業所の割合
が増加したことに対応し、基本報酬区分の基準の見直しを行う。 【告示改正・令和８年６月施行】

概要 【就労継続支援Ｂ型】

【新算定式】

※ 上記算定式の導入に伴い、現行算定方式における除外要件は廃止

（参考）平均工賃月額の算定方法の見直し（令和６年度報酬改定）
障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入

【見直し後】【見直し前】

○ 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ア)により１人当たり平均工賃月額を算出
※ただし、障害基礎年金１級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額
に２千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。

年間工賃支払総額 ÷（年間延べ利用者数÷年間開所日数）÷ 12月
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（平均工賃月額）

（参考）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて（イメージ）

【R6報酬改定後（現行）】 【見直し後】

1 0 , 0 0 0

1 8 , 0 0 0

3 3 , 0 0 0

3 8 , 0 0 0

4 8 , 0 0 0

2 3 , 0 0 0

区分一 単価 8 3 7

区分八 単価 5 9 0

区分七 単価 6 7 3

区分六 単価 7 0 3

区分五 単価 7 2 6

区分四 単価 7 3 8

区分三 単価 7 5 8

区分二 単価 8 0 5

区分七 単価 6 7 3

区分 F 単価 6 8 2

区分 B 単価 7 8 1

区分二 単価 8 0 5

区分 A 単価 8 1 2

区分一 単価 8 3 7

区分八 単価 5 9 0

○ 見直しにあたっては、報酬区分の引き上げを全国平均値の上昇幅の1/2である３千円に留めるとともに、

①令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外

②見直しにより区分が下がる場合についても基本報酬の減少額が３％程度に収まるよう中間的な区分を新設

③令和６年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準額は据え置く

配慮措置を講ずる。

2 8 , 0 0 0

4 5 , 0 0 0

3 5 , 0 0 0
区分三 単価 7 5 8

1 5 , 0 0 0

2 5 , 0 0 0

2 0 , 0 0 0

区分 C ･ 四 単価 7 3 8

区分 D ･ 五 単価 7 2 6

区分六 単価 7 0 3

3 0 , 0 0 0

3,000円

③据え置き

②減少額に配慮

①６年度改定前後で区分が
上がっていない事業所は
見直しの適用対象外

※ 人 員 配 置 基 準 ６ ： １ 、 定 員 2 0 名 以 下 の 場 合

区分 E 単価 7 0 5
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○ 対象サービス
就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（介護サービス包括型・日中サービス支援型）、児童発達支援、放課後等デイサービス

※ 年間総費用額全体に占める割合が１％以上で、令和６年度の収支差率が５％以上あるサービスのうち、事業所の伸び率が過去３年間５％

以上の伸びを続けているサービス

○ 対象事業所
令和８年６月１日以降に新規指定された事業所（既存事業所については従前どおり）

※ 指定権者においては、基準等の要件を満たす事業所を適切に指定する観点から、通常の事前相談・審査スケジュールや標準処理期間に
従って処理することが望ましい

※ 合併・分割・事業譲渡に伴う指定の場合、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認める場合は、既存事業所と同様の扱い

○ 応急的な報酬単価
対象サービスにおける平均収支差率や給付費に占める基本報酬の割合等を踏まえ、一定の収支差率を確保できる水準

となるよう、それぞれの基本報酬単価の特例を設ける。なお、受入れニーズが特に高い重度障害児者やサービスが不足し
ている地域については、一定の配慮を行うため、従前の報酬単価を適用する（詳細次ページ）。

２（３）応急的な報酬単価の特例

○ 障害福祉サービス等に係る総費用が増加し、また、人材確保が喫緊かつ重要な課題となっている中、一定の収支差率を
確保しつつ、事業所数や利用者数の伸びが継続している状況である。このため、サービスの質を担保しつつ、制度の持続
可能性を確保する観点から、新規事業所に限り、臨時応急的な見直しを実施する。

○ 収支差率が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類型について、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を
確保する観点から、新規事業所に限り、令和９年度報酬改定までの間、応急的な報酬単価（一定程度引き下げた基本報
酬）を適用する。【告示改正・令和８年６月施行 】

概要 【就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（介護サービス包括型・日中サービス支援型）、児童発達支援、放課後等デイサービス】

算定要件等
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○ 配慮措置として、以下の基本報酬については従前の報酬単価を適用する。

＜重度障害者への配慮＞

• 医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する利用者に係る基本報酬

• 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所に係る基本報酬

＜地域への配慮＞

• 離島・中山間地域（特別地域加算の対象地域）にある事業所に係る基本報酬

• 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所に係る基本報酬

✓ 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所

✓ 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所

算定要件等（ 配慮措 置）

２（３）応急的な報酬単価の特例（就労継続支援Ｂ型）

○ 所定単位数の1000分の984に相当する単位数

単位数
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障害福祉サービス等報酬改定検討チームについて

障害福祉サービス等に係る報酬について、報酬改定の検討を行うため、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」を

開催し、アドバイザーとして有識者の参画を求めて、公開の場で検討を行う。

主査 厚生労働大臣政務官

副主査 厚生労働省障害保健福祉部長

副主査補 こども家庭庁長官官房審議官（支援局担当）

構成員 厚生労働省

障害福祉保健部
企画課長
障害福祉課長
精神・障害保健課長
地域生活・発達障害者支援室長

職業安定局 障害者雇用対策課長 （オブザーバー）

こども家庭庁支援局 障害児支援課長

【令和９年度報酬改定チーム検討スケジュール（イメージ）】

令和８年４月28日（火） 今後の検討の進め方について

６月～８月 関係団体ヒアリング（計６回程度開催）

８月末頃 関係団体ヒアリングの意見まとめ、主な論点案

９月～10月 各サービスの報酬等の在り方について検討

11月 サービス横断的な報酬等の在り方について検討

12月 報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・取りまとめ

令和９年２月 障害福祉サービス等報酬改定案のとりまとめ

※検討過程の客観性・透明性の担保のために参画

・ 有村 大士 日本社会事業大学社会福祉学部教授
・ 井出 健二郎 兵庫県立大学大学院経営専門職医療介護マネジメント教授

・ 岩崎 香 早稲田大学人間科学学術院教授
・ 薄田 寛 千葉市保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課長
・ 小澤 温 筑波大学名誉教授
・ 佐藤 香 東京大学名誉教授
・ 田村 和宏 立命館大学産業社会学部現代社会学科教授
・ 野澤 和弘 一般社団法人スローコミュニケーション代表、
                      植草学園大学副学長（教授）、毎日新聞客員編集委員
・ 橋本 美枝 医療法人社団聖母会成田地域生活支援センター統括施設長

・ 松原 由美 早稲田大学人間科学学術院教授
・ 渡邉 隼 京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課長

※ 主査が必要と認める時は、関係者から意見を聞くことができる。

アドバイザー（11名）

【検討項目】

（１）障害福祉サービス等報酬改定の基礎資料を

得るための各種調査

（２）令和９年度障害福祉サービス等報酬改定

等
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令和８年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

令和９年
１月 ２月 ３月 ４月以降

令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討の進め方（案）

〇 令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討については、以下のスケジュールで進めてはどうか。

※ 議論の状況については、適宜、障害者部会に報告する。
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障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングの実施について（案）

〇 令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングについて、以下の内容で実施してはどうか。

１．対象団体

ヒアリングを行う団体は、次ページのとおりとする。

２．実施予定日

６～７回程度：６月～８月

３．ヒアリング要領

（１）１団体あたり質疑応答を含め15分程度（団体説明：８分、アドバイザー等質疑：７分）で意見等を述べることとする。
（１回当たり８団体程度を予定）
※ 対面による方式のほか、オンライン会議による方式及び書面提出による方式などにより実施することも可能とする。

（２）意見等については、令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関するものとし、以下の視点についても盛り込むこととする。

・視点１ 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から４倍以上に増加し、特に令和６年度報酬
改定後において総費用額が＋12.1％の伸びとなっている中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策

・視点２ 人材の確保・育成・専門性向上及び業務の負担軽減・効率化に向けた課題及び対処方策

・視点３ 令和６年度報酬改定及び令和８年度報酬改定後における経営の状況、賃上げや物価等への対応状況

・視点４ 各地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、過不足のないサー
ビス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策

・視点５ より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法。特に、多様な主体の参入に伴い、
サービス・支援の内容・質にバラつきが見られることへの対処方策

・視点６ 地域生活の支援や重度化・高齢化への対応、他制度との連携強化その他各分野における様々な課題への対応方策

（３）資料については、本体資料に加え、当該資料の概要を作成し、電子媒体にて事前に事務局へ提出する。

（４）当日の出席者は最大２名（介助者等を除く）とする。 34
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ヒアリング団体一覧（案）

〇 令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングは、以下の団体を対象としてはどうか。

35

・ 一般財団法人全日本ろうあ連盟

・ 一般社団法人社会的養育地域支援ネットワーク

・ 一般社団法人全国医療的ケア児者支援協議会

・ 一般社団法人全国介護事業者連盟

・ 一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会

・ 一般社団法人全国児童発達支援協議会

・ 一般社団法人全国重症心身障害日中活動支援協議会

・ 一般社団法人全国重症児者デイサービス・ネットワーク

・ 一般社団法人全国精神障害者福祉事業者協会

・ 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会

・ 一般社団法人全日本自閉症支援者協会

・ 一般社団法人日本ＡＬＳ協会

・ 一般社団法人日本筋ジストロフィー協会

・ 一般社団法人日本自閉症協会

・ 一般社団法人日本難病・疾病団体協議会

・ 一般社団法人日本発達障害ネットワーク

・ 一般社団法人全国地域で暮らそうネットワーク

・ きょうされん

・ 公益財団法人日本知的障害者福祉協会

・ 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会

・ 公益社団法人全国脊髄損傷者連合会

・ 公益社団法人日本精神神経科診療所協会

・ 公益社団法人日本医師会

・ 公益社団法人日本栄養士会

・ 公益社団法人日本看護協会

・ 公益社団法人日本重症心身障害福祉協会

・ 公益社団法人日本精神科病院協会

・ 社会福祉法人全国盲ろう者協会

・ 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会

・ 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合

・ 障害者自立支援法違憲訴訟団

・ 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会

・ 全国医療的ケアライン

・ 全国肢体不自由児施設運営協議会

・ 全国社会就労センター協議会

・ 全国社会福祉法人経営者協議会

・ 全国重症心身障害児（者）を守る会

・ 全国障害者自立訓練事業所協議会

・ 全国自立生活センター協議会

・ 全国身体障害者施設協議会

・ リハビリテーション専門職団体協議会
（日本理学療法士協会・日本作業療法士協会・日本言語聴覚士協会）

・ 特定非営利活動法人ＤＰＩ日本会議

・ 特定非営利活動法人就労継続支援Ａ型事業所全国協議会

・ 特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク

・ 特定非営利活動法人全国就労移行支援事業所連絡協議会

・ 特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会

・ 特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク

・ 特定非営利活動法人難病のこども支援全国ネットワーク

・ 特定非営利活動法人日本失語症協議会

・ 特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会

・ 特定非営利活動法人日本高次脳機能障害友の会

・ 独立行政法人国立病院機構

・ 日本肢体不自由児療護施設連絡協議会

（計53団体、五十音順）
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１．障害福祉サービスの動向

２．就労系障害福祉サービスの現状

３．報酬改定（R8、R9）

４．障害者就労支援施策の最近の動向



指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン

就労系障害福祉サービスの適切な事業運営の確保のため、指定就労継続支援事業所に関する自治体向けガイドラインを作成

① 新規指定時に自治体が指定申請事業者に対し、安定的な事業実施に向けて確認する事項

② 自治体の指定･指導事務担当者の知識･経験不足を補完し、運営状況を把握するための負担軽減になるチェックツール等の開発･提供

概要

①新規指定時の確認

障害者の就労能力の向上に寄与しない事業を就労継続支援サービスとして行っている事業者の参入があるといった指摘

・先々の運営に関して疑問が残る場合でも、指定申請書及び関係書類が揃っていれば指定申請自体を不受理にできない等の課題

・就労系障害福祉サービスの運営に当たっては生産活動や民間企業の決算書類に関する知識などが必要とされるが、指定・指導
事務の担当年数が３年未満の自治体職員が半数以上で、専任的な担当者が少ないため、制度理解や書類審査に難しさを感じる
職員が多いという課題

【生産活動シート】

障害者支援や障害者福祉制度など、円滑な障害福祉サービスの
提供に必要不可欠な知識等を有しているか
就労支援会計など事業運営に必要不可欠な知識等を有しているか
就労の知識と能力を高める支援内容になっているか
安定した収益が見込める生産活動の確保ができているか

現状と課題

ガイドライン

事前説明／事業計画書等審査（開所予定地がある市町村への事業計画の説明・ニーズ把握の状

況及びサービス選択理由・利用者の募集方法・生産活動の具体的な内容及び収入見込み・生産

活動シート・既存事業所の運営状況の確認）／専門家会議審査／指定申請審査／現地審査 等

通常の運営指導の

主眼事項・着眼点

生産活動・会計状況の実態把握

「生産活動シート」の活用 → 生産活動収支・取引先情報の確認

生産活動の実態 会計情報の確認 工賃・賃金支払い状況の確認

②運営状況の把握

自治体の指定・指導業務

の適切な実施

就労継続支援の質の確保

【ガイドライン掲載HP】
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○ 広島県では、平成29年度に発生した就労継続支援A型事業所の経営破綻に対する検証報告書（平成30年12月県障害者自立支援協議
会とりまとめ）の提言を踏まえ、平成31年４月より、事業所指定のプロセスを見直し。

○ 県障害者自立支援協議会就労支援部会に中小企業診断士や公認会計士等をメンバーとする「就労継続支援A型事業所の指定等に係
る専門家会議」を設置。指定の事前協議の際に、事業者の関係者の出席の下、開催。利用者に対し最低賃金を支払うことができる事
業計画となっているかなどを確認し、県に専門的な意見をのべる。

○ このプロセスを導入後は、適正に運営する事業所割合が増加するなど効果があがっている。

内 容

所掌事務

次の事項に関し、県へ専門的な意見を述べる。
(1) 事業者指定(定員増の変更申請を含む)の事前協議時に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を

控除した額により、利用者に対する最低賃金を支払うことができる事業計画であること。
(2) 指定取消検討時(毎年度の事業継続の可否判断が難しい場合など)に、経営状況等から経営改善の見込があること。
(3) 定期の立入検査の中で、判断の難しい専門性の高い経営、運営の課題等

構成員及び
役割(担当)

・中小企業診断士 （１名）：経営（採算性、実現性） ・公認会計士 （１名）：経営（採算性、実現性）
・精神保健福祉士等（３名）：職業指導など利用者処遇の水準 ・事業経営経験者 （１名）：就労経営実務
・弁護士 （１名）：破産時等の法律関係 ・社会保険労務士 （１名）：労働法規、福利厚生等

開催時期 随時（指定：事前協議時、取消時：立入検査後）

運営
(1) 当該事業所関係者の出席を求める。 (2) 会議は非公開とし、構成員は匿名とする。
(3) 当該事業所と利害関係のある構成員はあらかじめ除斥する。(4) 必要と認める時は、関係機関への調査を行うことができる。

＜専門家会議の概要＞

＜専門家会議導入の効果＞ 適正な運営の事業所割合の増加等

●事前協議の資料
提出

●事前協議の実施

指定日の５か月前まで

（３月 3 1 日まで）

●専門家会議に
   向けた資料の提出
※書類に不備・不足がある場合

は指定日を翌月以降とする。

指定日の３か月前まで

（５月 3 1 日まで）

●専門家会議の実施
●事前協議結果通知

指定日の２か月前まで

（６月 3 0 日まで）

●指定申請書の提出
※書類が不足する場合は指定日

を翌月以降とする。

指定日の１か月前まで

（７月 3 1 日まで）

●審査
●事業所番号の付番
●指定指令書の送付

指定日まで

（９月１日まで）

＜事業者指定の流れ＞（例：９月１日付で指定をする場合）

就労継続支援A型事業所の指定等に係る専門家会議の導入事例（広島県）
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○ 札幌市では、就労継続支援B型の事業所が増加する中で、利用者を中心においた支援の質の維持及び向上を図るため、
以下の取組を総合的に推進。

就労継続支援B型等の新規事業所指定と運営指導について (札幌市 )

１ 総合的な取組の推進

【新規事業者→いわゆる総量規制】

○ サービス供給量が、障害福祉計画で定めるサービス利用見込量を超えているため、令和８年１月から新規指定を一時停止。

※ 児童発達支援、放課後等デイサービスについても総量規制を実施。これらのサービスの新規指定は年１回の選定プロセスを経ることとして、学識経験者、事業者代表等か
らなる選定委員会で協議する形式を採用。切実な支援ニーズを有する医ケア児・重心児は、受け入れについて法に基づく条件付けの上で別途指定（意見申出制度の活用）。

【既存事業者→指導の徹底】
○ 条例に定めた以下の４つの基準（国の基準に準拠）の遵守を強く求めるとともに、令和９年４月以降、当該基準を遵守していない事業者

は、一部例外を除き、原則として指定を更新しないことを明示。
・ 利用者に生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う
・ 利用者に支払われる1月当たりの工賃の平均額が、3,000円を下回っていない
・ 利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努める
・ 工賃に自立支援給付（訓練等給付費）による収入を充てない（給付費を充て平均工賃を高めていた場合、本来の報酬区分との差額返還を求める）

※ 体制届の提出のタイミングで就労継続支援A型・B型の全事業所に生産活動収支報告書の提出を求める取組を令和８年４月から開始。

○ 特に、在宅就労は、本人の希望はもとより、障がい種別や状態像等に対応した訓練の提供を求め、事業所によるアセスメントの結果、
在宅就労による具体的な効果を市として認められる者が対象であること、支援実態のない事例や個別支援計画の作成や支援状況など
から支援の観点が極めて乏しいなど不適切な事例は、返還請求や行政処分（指定取消等）の対象であることを改めて事業所に徹底。

※ このほか、利用者への祝い金の授与など利益供与の禁止についても事業所・利用者双方に注意喚起。また、管理者等については実務経験を証明する書類の
追加提出を求めるなど審査を厳格化。

○ これらについては、自立支援協議会就労部会や障がい者施策推進審議会の意見も聞くなど丁寧なプロセスを経て推進。

２ 実施体制等

○ 体制届の提出などについて、オンライン申請を導入。
○ 運営指導については、事業所を訪問し、関係する文書や事業所内設備の確認、事業所の従業者へ質問等をする業務を指定事務受託

法人に委託。市が作成した着眼点をもとに効果的・効率的に業務を推進し、運営指導の実施件数の増を図る。

※ 指導の結果、新規指定時に事業者と雇用関係にない者を従業者として申請書類に記載し、偽造の雇用証明書を提出し指定を受け、指定取消を受ける事業所も出てきて
いる。
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就労移行支援事業所や就労継続支援事業所における在宅支援について①

＜事務連絡発出の経緯等＞

○ 在宅支援については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」（平

成 19 年４月２日障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「留意事項通知」とい

う。）や「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ＆A VOL.８」（令和７年３月31日付け事務連絡）問

２（以下「Q＆A」という。）などにより要件や考え方を示している。

○ しかしながら、一部ではあるが、当該要件や考え方に照らして不適切と思われる事業運営が散見されている状況が

あり、「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」（令和７年11月28日

障障発1128第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知別紙）において、「在宅支援と称して、

公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動や、就労に必要な知識及び能力の向上に寄与しない

自習を行わせているなど、就労支援の実態が認められない不適切な事業運営が散見されているため、提供される生産

活動の内容や緊急時対応の具体的な実施方法等、留意事項通知及びＱ＆Ａに照らして、適切な内容となっているか確

認すること」が重要である旨を示した。

○ 今般、在宅での適切な支援を徹底するため、特に事業所に留意いただきたい観点（次ページ参照）を整理し、事務連

絡で周知した。

○ なお、在宅支援については、令和９年度障害福祉サービス等報酬改定において見直しを行うことも検討中。

在宅支援については、一部ではあるが、不適切と思われる事業運営が散見されている状況があり、在宅での適切な支援を徹底
するため、特に事業所に留意いただきたい観点を事務連絡で周知。事業所、指定権者、支給決定権者それぞれに、適切な対応を
促していく。
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就労移行支援事業所や就労継続支援事業所における在宅支援について②

【特に事業所に留意いただきたい観点】

在宅支援については、留意事項通知において「アからキまでの要件のいずれにも該当する場合に限り、報酬を算定する」

としているほか、Q&A等により考え方を示しているが、特に事業所に留意いただきたい観点は以下のとおり。

１ 留意事項通知で「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると

市町村が判断した利用者｣が対象となっているため、事前の本人の同意やアセスメントを徹底すること。 希望があれば在

宅での利用を認めるといったことは必ずしも適切ではなく、本人の同意に加え、支援の効果が認められるかどうかについ

てあらかじめ市町村が判断することが必要であるので、留意すること。

２ 留意事項通知に基づき、運営規程への在宅で実施する訓練内容及び支援内容の明記等を徹底すること。

また、留意事項通知で訓練状況及び支援状況について、「本人の同意を得るなど適切な手続きを経た上で、音声データ、

動画ファイル又は静止画像等をセキュリティーが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合には個人情報に配

慮した上で、提出できるようにしておくことが望ましい」とされていることから、それを推進すること。

３ 留意事項通知に｢事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のＩＣＴ機器の活用により、評価

等を1週間につき１回は行うこと｣とされていることを踏まえ、事業所における適切な評価等の徹底を図ること。

４ Q＆Aにおいて「直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認しながら、作業に伴う指導や相談等を随

時行う必要があり、原則として対面での支援を行うことが求められる」「オンラインによる支援が認められるのは、（中

略）オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効果が認められると市町村が判断し

た場合など、留意事項通知で定める要件の全てに該当する場合に限られる」とされていることを踏まえ、原則として対面

での支援を行うことが求められることを前提とし、質の高い支援の実施を推進すること。

５ Q＆Aにおいて「緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施で

きる体制を整備しておく必要がある」などと記載されていることから、緊急時の対応について遵守すること。
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就労系サービスの在宅利用・在宅支援に係る関係通知①

２ 報酬請求に関する事項について

（３） 在宅において利用する場合の支援について
① 就労移行支援事業所又は就労継続支援事業所において、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービ
ス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者（以下「在宅利用者」という。）に対して就労移行支援又は
就労継続支援を提供するに当たり、次のアからキまでの要件のいずれにも該当する場合に限り、報酬を算定する。

なお、在宅で就労移行支援又は就労継続支援を提供する場合には、運営規程において、在宅で実施する訓練内容及び支援
内容を明記しておくとともに、在宅で実施した訓練内容及び支援内容並びに訓練状況及び支援状況を指定権者から求められ
た場合には提出できるようにしておくこと。その際、訓練状況（在宅利用者が実際に訓練している状況）及び支援状況（在
宅利用者に訓練課題に係る説明や質疑への対応、健康管理や求職活動に係る助言等）については、本人の同意を得るなど適
切な手続きを経た上で、音声データ、動画ファイル又は静止画像等をセキュリティーが施された状態で保存し、指定権者か
ら求められた場合には個人情報に配慮した上で、提出できるようにしておくことが望ましい。

ア 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の
提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行
う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
イ 在宅利用者の支援に当たり、１日２回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されて
いること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、１日２回を超えた対応も行うこと。
ウ 緊急時の対応ができること。
エ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供
できる体制を確保すること。
オ 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のＩＣＴ機器の活用により、評価等を1週間につき
１回は行うこと。
カ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち１日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、
在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。

就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」
（平成 19 年４月２日障 障発第 0402001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）
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就労系サービスの在宅利用・在宅支援に係る関係通知②

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.８（令和７年３月31日）

○ 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所については、就労を希望する障害者や通常の事業所に雇用されることが困難な障
害者に対して、生産活動、職場体験その他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練等を実施する
ことで、本人の希望や能力、適性等に応じて、一般就労に移行し、しっかりと定着できるよう支援することが重要である。

○ そのため、直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認しながら、作業に伴う指導や相談等を随時行う必
要があり、原則として対面での支援を行うことが求められる。 一方、オンラインによる支援が認められるのは、例えば、重度
障害者で通所が困難であることなどを理由に、オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援
の効果が認められると市町村が判断した場合など、留意事項通知で定める要件の全てに該当する場合に限られる。

○ また、留意事項通知において記載している要件のうち「ウ 緊急時の対応ができること。」については、事故発生時、利用
者の状態の急変時、災害の発生時等及びオンラインでの支援を行う場合における緊急時の対応について、あらかじめ対応の流
れを定めておくとともに、緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実
施できる体制を整備しておく必要がある。

○ 一概に他都道府県に在住していることをもって、オンラインによる支援を不可とはしないが、緊急時対応が担保されないよ
うな地域の利用者へのオンラインによる支援は原則として認められない。

○ 以上を踏まえ、指定権者におかれては、事業所からオンラインによる支援を実施する旨の届出があった際に、オンラインに
よる支援によって利用者の一般就労の知識や能力の向上に資するものか、留意事項通知で定める要件の全てを満たしているか、
緊急時に行う対応について、利用者への支援に支障がないと認められるものかどうかを確認し、オンラインでも適切な支援が
提供可能かを判断されたい。また、支給決定を行う自治体におかれても、オンラインによる支援を希望する利用者がいる場合
には、支援を提供する事業所の情報など、指定権者に対し、事業所の状況を聴取するなど自治体間で適宜連携を図られたい。
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就労継続支援Ａ型 都道府県別・在宅支援実施事業所の割合

【出典】令和６年度工賃（賃金）実績報告のデータを活用して障害福祉課で集計（令和７年３月時点）

各都道府県の全事業所数に占める下記①及び②を満たす事業所数の割合
①運営規定に在宅で実施する訓練及び支援内容が明記されている、②常時（利用日数のうち概ね６割程度以上）在宅で実施する訓練及び支援を受けている実利用者がいる44



31.9%

11.5%

6.4%

23.5%

11.5%

7.1%

14.4%
15.2%

14.0%

7.3%

18.6%

22.9%

11.4%

21.7%

8.7%

11.3%

14.9%

22.7%

8.1%

5.1%

15.7%

9.9%

18.2%

8.0%

17.8%

33.2%
34.1%

25.7%

15.6%
15.8%

22.0%

7.7%

15.5%

11.8%
11.2%

13.0%
11.4%

24.5%

8.4%

23.4%

20.9%

10.6%

8.2%

24.3%

16.3%

19.7%

14.1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

（％）

就労継続支援Ｂ型 都道府県別・在宅支援実施事業所の割合

【出典】令和６年度工賃（賃金）実績報告のデータを活用して障害福祉課で集計（令和７年３月時点）

各都道府県の全事業所数に占める下記①及び②を満たす事業所数の割合
①運営規定に在宅で実施する訓練及び支援内容が明記されている、②常時（利用日数のうち概ね６割程度以上）在宅で実施する訓練及び支援を受けている実利用者がいる 45



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律等の一部を改正する法律の概要

施行期日
令和６年４月１日（ただし、２①及び５の一部は公布後３年以内の政令で定める日、３②の一部、５の一部及び６②は令和５年４月１日、４①及び②の一部は令和５年10月１日）

改正の概要
１．障害者等の地域生活の支援体制の充実【障害者総合支援法、精神保健福祉法】

① 共同生活援助（グループホーム）の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。
② 障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センター及び緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域

生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする。
③ 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの

者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。

２．障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】

① 就労アセスメント（就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理）の手法
を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。

② 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率に
おいて算定できるようにする。

③ 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。

３．精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備【精神保健福祉法】

① 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、
医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。

② 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」
を創設する。また、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を追加する。

③ 虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都道
府県等に通報する仕組みを整備する。

４．難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化【難病法、児童福祉法】

① 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。
② 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者の

連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。

５．障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース（ＤＢ）に関する規定の整備【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】

 障害ＤＢ、難病ＤＢ及び小慢ＤＢについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。

６．その他【障害者総合支援法、児童福祉法】

① 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設する。
② 地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。 等 

このほか、障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法附則第18条第２項の規定等について所要の規定の整備を行う。

障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、①障害者等の地域生活の支援体制の充実、②障害者の多様な就労ニーズ
に対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、③精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、④難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の
充実及び療養生活支援の強化、⑤障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。

改正の趣旨
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就労選択支援の創設

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、

就労能力や適性等に合った選択を支援する新たなサービス（就労選択支援）※を創設する。

概 要

第五条 （略）

13 この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しく

は就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものと

して主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並び

に就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当

該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の主務省令で定める便

宜を供与することをいう。

※施行期日は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

法の条文

○ 就労系障害福祉サービスの利用を希望する障害者の就労能力や適性を客観的に評価し、それを本人の就労に関する

選択や具体的な支援内容に活用する手法等が確立されていないため、障害者の就労能力や一般就労の可能性について、

障害者本人や障害者を支援する者が十分に把握できておらず、適切なサービス等に繋げられていない。

○ 一旦、就労継続支援Ａ型・Ｂ型の利用が始まると、固定されてしまいやすい。

○ 本人の立場に立ち、次のステップを促す支援者がいるかどうかで、職業生活、人生が大きく左右される。

現状・課題



○ 報酬単価

○対象者

就労選択支援

○サービス内容 ○主な人員配置

■ 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
※ 令和７年10月から、就労継続支援Ｂ型は、従来の就労アセスメントに代わり、就労選択支援により就労面に係る課題等の把握が行われている者が対象となる。
※ 令和９年４月以降は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、新たに就労継続支援Ａ型を利用する場合や就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する場合に

おいても、就労選択支援により就労面に係る課題等の把握が行われている者を対象とする予定。

■ 障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの
手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する

■ 具体的には、以下のプロセスを実施する。
○ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関
する意向等整理（アセスメント）を実施。

○ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関連携
会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとともに担当者等に意見を求める。

○ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。
○ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収
集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。

■ 支給決定期間は原則１ヶ月とする。

基本報酬

主な加算

■ 就労選択支援員

※ 就労選択支援員は就労選択支援員養成研
修の修了を要件とする。

※ 経過措置として、令和９年度末までは、基礎
的研修又は基礎的研修と同等以上の研修
の修了者を就労選択支援員とみなす。

※ 就労選択支援は短時間のサービスであるこ
とから、個別支援計画の作成は不要とし、
サービス管理責任者の配置は求めない。

１5：１以上

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)､(Ⅱ) ､（Ⅲ） 15､10､６単位
⇒ Ⅰ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35％雇用されている場合
⇒ Ⅱ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25％雇用されている場合

※ H30～資格保有者に公認心理師を追加
⇒ Ⅲ：常勤職員が75％以上又は勤続3年以上が30％以上の場合

就労選択支援サービス費 1,210単位／日

主な減算 特定事業所集中減算 200単位／日 （※所定単位数から減算）

正当な理由なく、就労選択支援事業所において前６月間に実施したアセスメントの結果を踏
まえて利用者が利用した指定就労移行支援、指定就労継続支援Ａ型又は指定就労継続
支援Ｂ型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割
合が100分の80を超えている場合について、減算する。

食事提供体制加算、送迎加算等
⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

○事業所数 ○利用者数（国保連令和 7年 12月実績）297 614 （国保連令和 7年 12月実績）



就労選択支援の法令事項

第五条 （略）

13 この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所

に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして①主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、

就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の②主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び

当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の③主務省令で定める便宜を供与することをいう。

※施行期日は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

法の条文
※ 第13項を新設

公布済みのもの

＜要件告示＞※令和７年３月31日公布
①指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの
• 就労選択支援員養成研修を修了したもの
（令和９年度末までは、基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を

就労選択支援員とみなす。）

②就労選択支援員養成研修の受講要件
以下のいずれかを満たすことを要件とする。

• 基礎的研修を修了していること
• 障害者の就労支援分野の勤務実績が通算５年以上あること
（令和９年度末までは、基礎的研修と同等以上の研修の修了者も受講可能。）

③就労選択支援員養成研修の内容
• 就労選択支援の目的と役割に関する講義
• 就労アセスメントの目的と手法に関する講義 等

＜障害者総合支援法施行規則＞※令和６年１月25日公布
①主務省令で定める者
• 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行

支援又は就労継続支援を利用している者

③主務省令で定める便宜
• 障害福祉サービス事業を行う者その他の関係者との適切な支援の提供のため

に必要な連絡調整 等

②主務省令で定める事項
• 障害の種類及び程度/就労に関する意向/就労に関する経験/就労するために

必要な配慮及び支援/就労するための適切な作業の環境/その他適切な選択
のために必要な事項

④その他
• 支給決定の有効期間：１か月又は２か月のうち市町村が定める期間 等

＜報酬告示＞※令和６年３月15日公布
就労選択支援サービス費：1,210単位／日、特定事業所集中減算：200単位／日等

＜基準省令＞※令和６年１月25日公布
〇人員基準
• 就労選択支援員は、常勤換算方法で利用者の数を15で除した数以上
• 就労選択支援員は指定就労選択支援の提供に当たる者として「厚生労働大

臣が定めるもの」とする 等

〇運営基準
• 実施主体は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス

事業者であって、過去３年以内に３人以上の利用者が新たに通常の事業所
に雇用されたもの等とする

• 就労選択支援事業者は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪
問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等
に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する
情報を提供するよう努めることとする 等
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＜整備政令＞※令和７年３月26日公布
政令について、就労選択支援の創設に伴う所要の規定を整備

＜整備省令・整備告示＞※令和７年３月31日公布
厚生労働省関係省令令・厚生労働省関係告示について、就労選択支援の創設に
伴う所要の規定を整備



就労選択支援の目的

働く力と希望のある障害者に対して、障害者本人が自分の働き方について考えることをサポート（考える機会の提供含む）するとともに、

就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労

等への選択の機会を適切に提供する。

【具体的な内容】

○ 作業場面等を活用し、本人の強みや特性、本人が望む方向に進む上で課題となること等について、本人と協同して整理し、利用者本
人の自己理解を促すことを支援する。

○ 自分に合った働き方を実現したり、働く上での課題改善等に向けて、どんな方法で、何に取り組むのか、どこで取り組むかについて本
人と協同して考える。

※ その過程の結果として、就労系障害福祉サービスの活用を含めた進路について本人が選び、決定していくことを支援する。そのため、
就労選択支援は就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではない。

○ 本人の選択肢を広げ、本人の的確な選択につながるよう、支援の実施前後において、本人に対して、地域における雇用事例や就労支援
に係る社会資源等に関する情報提供、助言・指導等を行う。

○ アセスメント結果は、本人や家族、関係者等と共有し、その後の就労支援等に活用できるようにする。

○ 就労選択支援利用後の就労支援等において、アセスメント結果が効果的に活用されるよう、就労選択支援事業所は計画相談支援事業所
や市町村、ハローワーク等の就労支援機関との連携、連絡調整を行う。

【期待される効果】

○ アセスメントに関する専門的な研修を修了した人材を配置することにより、質の高いアセスメントに基づいた就労支援を受けることが
可能となる。

○ 本人の就労能力や適性、ニーズ、強み、職業上の課題、本人が力を発揮しやすい環境要因、就労に当たっての支援や配慮事項等を本人
と協同して整理することで、本人の自己理解を促進することが可能となる。

○ 本人と協同して整理した内容や地域の企業等の情報を基に、関係機関と連携することにより、本人にとって、より適切な進路を選択す
ることが可能となる。また、就労継続支援Ａ型・Ｂ型利用中も、本人の希望に応じて就労選択支援を受けることができ、就労ニーズや能
力等の変化に応じた選択が可能となる。

目 的



就労選択支援の基本プロセスについて
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就労選択支援事業所
＊アセスメント結果及び地域の企業等に関する情報提供

を通じて、障害者本人の選択を支援する役割を担う

計画相談支援事業所
＊利用者のためのケアマネジメント全体を担う

各プロセスの実施主体 市区町村
＊支給決定を担う

＊４ 
アセスメント結果を踏まえて職業指導等を実施

・ハローワーク＊４
・障害者就業・生活支援センター
・地域障害者職業センター
・障害者訓練 等

企
業
等

*３就労選択支援のアセス
メント結果だけではなく、
当初の支給決定プロセス
において既に把握してい
る情報を活用できるよう
にする。

*１ サービス等利用計画案
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本人と協同して作成したアセスメント結果を支給決定等において勘案

障害者本人と協同

*２ 就労選択支援事業所が主体となって、

市町村、計画相談支援事業所、ハローワー

ク、障害者就業・生活支援センター、地域

障害者職業センター、医療機関、教育機関

等のうち必要な機関を参集して実施

・自立訓練（生活訓練）
・生活介護 等

障害福祉サービス利用

・地域活動支援センター
・教育機関
・医療機関 等

一般就労に向けた支援の利用

④ 事業者等との連絡調整

その他

④

事
業
者
等
と
の
連
絡
調
整

※

希
望
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
変
更

※

支
給
決
定
更
新
時
の
情
報
提
供

51

（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
）

作
業
場
面
等
を
活
用
し
た
状
況
把
握



就労選択支援サービスの流れ（標準1か月イメージ）

1週目 2週目 3週目 4週目

本人への情報提供等

• 就労選択支援の内容、流れ等の説明
• 雇用事例、就労系障害福祉サービスの種類・支援内容等に係る情報提供

• 面談（本人）
• 面談（家族・関係者）
• 基礎情報（障害種別や程度、就労に係る希望等）の把握
• 作業観察（模擬作業、入力系作業、現業系作業等）

• 参加機関の招集
• 日程調整、会場確保等
• アセスメントシート(案)に基づく議論
※必要に応じて関係者に共有

④ 事業者等との連絡調整

• アセスメントシートをもとに事業所等へ連絡調整

ニーズ
利用希望
賃金
暮らし方 等

②多機関連携によるケース会議

① 作業場面等を活用した状況把握（アセスメント）

• ケース会議での議論を踏まえたアセスメントシートの作成
• 本人へのフィードバック

• アセスメント情報の収集・取りまとめ
• アセスメントシート（案）の作成

相談支援専門員
ケースワーカー・保健師
教育機関
就労支援関係者 ほか

ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
の
活
用

職
業
指
導
等
を
実
施

ア
セ
ス
メ
ン
ト
結
果
を
踏
ま
え
て

一
般
就
労
に
向
け
た
支
援

★
個
別
支
援
計
画

★
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用

③アセスメントシート（案）の作成 ③アセスメントシートの作成

※ （出口に向けて）本人への情報提供等

～ 本人との協同を通じて本人の意思決定を支援する ～
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就労継続支援事業所等

就労選択支援サービス（利用方法イメージ）

訪 問作業場面を活用した
アセスメント

就労継続支援事業所等

既に就労系障害福祉サービスを
利用している障害者

通 所
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企 業 等

その他

新たに就労系障害福祉サービスを
利用する意向がある障害者

特別支援学校

就労選択支援事業所

就労選択支援事業所

特別支援学校

作業場面を活用した
アセスメント



就労選択支援における各機関の役割

多機関連携による
ケース会議

市町村

就労移行支援事業所
就労継続支援事業所（Ａ型・Ｂ型）

ハローワーク

地域障害者職業センター

障害者就業・生活支援センター

①・⑧相談・申請

• 心身の状況等に関する調査
• サービスの利用意向聴取
• 計画案の受領後、支給決定

• サービス等利用計画案の作成
• 支給決定後、計画の作成、定期

的に利用状況のモニタリング

⑤サービス利用

⑥サービスの提供

• 新たなサービスでのアセスメ
ント結果を踏まえて職業指導
等を実施

• 職場実習、職業紹介、職業訓
練のあっせん等の支援の実施

• 就職後のモニタリング

• 職業リハビリテーション計画を
策定するための職業評価の実施
（より専門的なアセスメント）

⑫サービス利用

• 就業に関する相談支援、就職に向けた準備支
援、職場定着に向けた支援

• 就業に伴う日常生活・地域生活に関する助言
• 関係機関との連絡調整

• 就労選択支援事業所以外の地域の関係機関とアセスメント結果を共有
し、その後の適切な支援につなげていくための会議

• 複数の機関が関わることで、アセスメントの質と中立性の担保を図る

• ケース会議を通じて、本人や家族にアセスメント結果を共有すること
で、自己理解を促進するとともに、的確に本人の選択を支援する

就労選択支援事業所

企業等

⑨‘就職

【注】図中の①～④は、就労選択支援の支給
決定に係る手続、⑧～⑪は、就労系障害福祉
サービスの支給決定に係る手続き

③・⑩サービス等利用計画案の作成

④・⑪支給決定

②・⑨サービス等利用計画案の提出依頼

就労を希望する障害者
（就労継続支援事業等の利用希望者等）

• 必要な情報提供等
• 作業場面等を活用した状況把握（アセスメント）
• 多機関連携によるケース会議の開催
• アセスメント結果の作成

その他の進
路

⑧‘その他の進路相談

⑧‘一般就労に
向けた相談等

⑦事業者等との連絡調整

医療機関･教育機関

その他の行政機関
その他の関係機関

地域若者サポート
ステーション

発達障害者支援
センター

⑧‘一般就労に
向けた相談等

指定特定相談支援事業所
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就労選択支援に係るモデル事業（令和６年度実施）

６つのモデル地域で、就労選択支援の試行

的な取組を実施

■実施期間

令和６年７月～令和７年３月末

（各ケースについて、原則としてアセスメント期

間を含め概ね1か月間以内で実施）

■モデル地域

都道府県単位で選定

(一つのモデル地域につき10ケース以上実施）

令和６年度厚生労働省委託事業において、以下の３つの柱を中心に、令和７年10月の就労選択支援の円滑な施行
に向けたモデル事業を実施。

1. モデル事業の実施

事業所や自治体等が就労選択支援に係る業務

を行う際に活用する実施マニュアルを作成

■実施スケジュール

検討委員会（計４回） 令和６年７月～12月

マニュアル完成 令和７年３月末

マニュアル公表 令和７年４月以降

■実施マニュアルの内容（案）

1. 就労選択支援について
 ⅰ.背景
 ⅱ.事業概要
ⅲ.対象者

 ⅳ.事業の目的
 ⅴ.事業の基本プロセス
 ⅵ.就労選択支援における各機関の役割

2. 就労選択支援サービス開始前の調整
 ⅰ.サービス開始までの流れ
 ⅱ.利用検討にあたり実施すべき事項
 ⅲ.計画相談支援事業との連携

３．就労選択支援の実施
 ⅰ.本人への情報提供
 ⅱ.作業場面等を活用した情報把握

(アセスメント) 
 ⅲ.多機関連携によるケース会議
ⅳ.アセスメントシートの作成
ⅴ.事業者等との連絡調整

４．先行事例に学ぶ就労選択支援
５．参考資料集

2. 就労選択支援
実施マニュアルの作成

研修シラバス・講義資料等の開発及び実施方

法の整理

■実施スケジュール
検討委員会（計４回） 令和６年７月～令和７年３月
試行研修の実施 令和７年１月～２月
シラバス等完成 令和７年３月末
シラバス等公表 令和７年４月以降

■研修の内容
① 形式：講義（動画視聴）+演習【計２日間】
② 内容

3. 就労選択支援員養成研修
シラバス・研修教材の作成

埼玉県

北海道

鳥取県

岐阜県
鹿児島県

沖縄県
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就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了が要件となってい

るところ、令和７年10月から事業が円滑に開始されるよう、また、

全国均一の質を確保できるよう、国が主体となって研修を実施。

■実施スケジュール

■研修内容

就労選択支援に係るモデル事業（令和７年度実施）

９つのモデル地域で、順次、就労選択支援の対象となる①就労継続

支援Ａ型の新規利用者、②就労移行支援における標準利用期間延長

者を中心に、モデル的な取組を通じて課題やノウハウを収集し、マ

ニュアル等を作成。

■実施内容
① 新たに就労継続支援Ａ型を利用する意向がある者に対する実施事例
② 就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある者に

対する実施事例
③ 就労選択支援と計画相談支援との連携事例
④ 在宅支援及び在宅就労の意向がある者並びに重度障害者に対する実施

事例
⑤ 令和７年10 月以降、実際に就労選択支援を実施した事例

■モデル地域

都道府県単位で選定

一つのモデル地域につき５ケース以上実施

令和７年度厚生労働省委託事業において、令和７年10月から就労選択支援事業が円滑に開始されるよう、
以下の２つの柱を中心にモデル事業を実施。

2. モデル的な取組の実施1. 就労選択支援員養成研修の実施

滋賀県

新潟県

福岡県

香川県鹿児島県

福井県

大阪府

愛知県

福島県
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就労選択支援に係るモデル事業（令和７年度実施）

９つのモデル地域で、順次、就労選択支援の対象となる①就労継続支援Ａ型の新規利用者、

②就労移行支援における標準利用期間延長者を中心に、モデル的な取組を通じて課題や

ノウハウを収集し、マニュアル等を作成。

■実施内容
① 新たに就労継続支援Ａ型を利用する意向がある者に対する実施事例
② 就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある者に対する実施事例
③ 就労選択支援と計画相談支援との連携事例
④ 在宅支援及び在宅就労の意向がある者並びに重度障害者に対する実施事例
⑤ 令和７年10 月以降、実際に就労選択支援を実施した事例

■モデル地域
都道府県単位で選定

一つのモデル地域につき５ケース以上実施

令和７年度厚生労働省委託事業において、令和７年10月から就労選択支援事業が円滑に開始されるよう、
以下の２つの柱を中心にモデル事業を実施。

1. 就労選択支援に係るマニュアル等の開発・調査業務

57

滋賀県

新潟県

福岡県

香川県鹿児島県

福井県

大阪府

愛知県

福島県



就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了が要件となっているところ、令和７年10月から事業が円滑に開始

されるよう、また、全国均一の質を確保できるよう、国が主体となって研修を実施。

■実施スケジュール ■研修内容

就労選択支援に係るモデル事業（令和７年度実施）

令和７年度厚生労働省委託事業において、令和７年10月から就労選択支援事業が円滑に開始されるよう、
モデル事業を実施。

２．令和７年度就労選択支援員養成研修・広報業務
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【出典】障害福祉課調べ

受講回別就労選択支援員養成研修修了者数（第１回～第10回）
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施策名：就労選択支援員養成研修等事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 施策の対象・成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

• 就労選択支援等が全国で円滑に実施されるとともに、全国均一の質を確保できるよう、国において就労選択

支援員の養成のための研修等を実施する。

• 令和７年10月から、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や

適性等に合った選択を支援する就労選択支援が開始された。

• 就労選択支援等が全国で円滑に実施されるとともに、全国均一の質を確保できるよう、国において就労選択支援員の養成のための研修等を実施す

る。

本事業を実施することにより、就労を希望する障害者等が、就労先や働き方をより適切に検討・選択でき、本人の障害特性を踏まえた就労支援の提供

や就労を通じた知識・能力の発揮・向上につなげること等を通じて、障害者の自立した日常生活や社会生活の実現に寄与する。

厚 生 労 働 省

事業者等

就 労 選 択 支 援 員 等

研修実施

委託・補助

講 義

※オンデマンド形式
演 習※対面形式

事業スキーム

＋

＜研修＞

② 対策の柱との関係

令和７年度補正予算額 1.3億円 
障害保健福祉部

障害福祉課
（内線3044）

実施主体：
・国（委託）
・都道府県等（補助：10/10）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

○



■実施スケジュール

就労選択支援に係る委託事業（令和８年度実施）

就労選択支援を実効性あるサービスとするためには、就労を希望する障害者が、就労先や働き方をより適切に
検討・選択し、障害特性を踏まえたサービスの提供や就労を通じた知識・能力の発揮・向上につなげられる必要
があるため、就労選択支援に従事する就労選択支援員が必要な専門的知見を得られるよう、就労選択支援員養成
研修を国が主体となって実施。

２．令和８年度就労選択支援員養成研修・広報業務
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【出典】障害福祉課調べ

都道府県別就労選択支援事業所数 （令和８年３月末現在）
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【出典】障害福祉課調べ

指定権者別就労選択支援事業所数 （令和８年３月末現在）

（ヵ所）

指定権者 事業所数 指定権者 事業所数 指定権者 事業所数 指定権者 事業所数 指定権者 事業所数

北海道 16 滋賀県 2 札幌市 13 函館市 2 豊田市 3

青森県 6 京都府 3 仙台市 6 旭川市 1 大津市 4

岩手県 3 大阪府 25 さいたま市 7 青森市 5 豊中市 4

宮城県 3 兵庫県 11 千葉市 6 八戸市 3 吹田市 0

秋田県 8 奈良県 5 横浜市 17 盛岡市 7 高槻市 5

山形県 9 和歌山県 7 川崎市 9 秋田市 0 枚方市 5

福島県 0 鳥取県 2 相模原市 4 山形市 3 八尾市 2

茨城県 10 島根県 2 新潟市 1 福島市 4 寝屋川市 2

栃木県 14 岡山県 0 静岡市 6 郡山市 0 東大阪市 4

群馬県 6 広島県 5 浜松市 10 いわき市 2 姫路市 0

埼玉県 20 山口県 14 名古屋市 17 水戸市 1 尼崎市 2

千葉県 24 徳島県 5 京都市 5 宇都宮市 6 明石市 1

東京都 37 香川県 1 大阪市 32 前橋市 0 西宮市 4

神奈川県 6 愛媛県 2 堺市 2 高崎市 7 奈良市 2

新潟県 7 高知県 1 神戸市 2 川越市 6 和歌山市 2

富山県 1 福岡県 18 岡山市 6 川口市 5 鳥取市 0

石川県 1 佐賀県 6 広島市 6 越谷市 1 松江市 1

福井県 10 長崎県 10 北九州市 16 船橋市 2 倉敷市 5

山梨県 3 熊本県 6 福岡市 22 柏市 2 呉市 0

長野県 5 大分県 7 熊本市 4 八王子市 1 福山市 2

岐阜県 5 宮崎県 3 横須賀市 1 下関市 2

静岡県 19 鹿児島県 10 富山市 2 高松市 2

愛知県 26 沖縄県 4 金沢市 4 松山市 2

三重県 9 福井市 10 高知市 3

甲府市 2 久留米市 9

長野市 5 長崎市 5

松本市 2 佐世保市 2

岐阜市 4 大分市 4

豊橋市 1 宮崎市 3 都道府県合計 397

岡崎市 2 鹿児島市 13 指定都市合計 191

一宮市 1 那覇市 0 中核市合計 185

773

都道府県都道府県 指定都市 中核市 中核市

合計



第１回：令和８年６月１日

大谷 喜博 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会副会長

岡本 敏美 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会副会長

叶 義文 全国社会就労センター協議会会長

神成 和江 全日本自治団体労働組合総合政治政策局社会福祉局長

清田 素弘 日本商工会議所産業政策第二部担当部長

倉知 延章 九州産業大学人間科学部名誉教授

◎駒村 康平 慶應義塾大学経済学部教授

酒井 大介 全国就労移行支援事業所連絡協議会会長

新銀 輝子 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会副理事長

眞保 智子 法政大学現代福祉学部教授

新保 美香 明治学院大学社会学部教授

菅村 裕子 日本労働組合総連合会総合政策推進局長

田中 伸明 日本視覚障害者団体連合副会長

永松 悟 全国市長会（杵築市長）

中村 時広 全国知事会（愛媛県知事）

新田 秀司 一般社団法人日本経済団体連合会労働政策本部長

藤尾 健二 NPO 法人全国就業支援ネットワーク 代表理事

○渡邊 絹子 筑波大学ビジネスサイエンス系教授

◎座長、○座長代理 （五十音順・敬称略）

障害者就労に係る雇用福祉横断検討会

○ 障害者の就労支援は、雇用施策と福祉施策との連携の下、その取組を進めてきたが、平成18年の障害者自立支援法の制定以降の
我が国の一般就労の場の進展や、それに伴う福祉施策の利用者像の変化などに伴い、障害者就労に係る雇用、福祉の果たすべき
役割についても変化してきており、雇用・福祉施策の双方で整理、対応していくべき課題が存在している。

○ 就労系障害福祉サービスについては、令和８年２月に、公労使、障害者関係団体等の関係者から成る「今後の障害者雇用促進
制度の在り方に関する研究会」によりとりまとめられた報告書においても言及されるように、雇用、福祉の役割分担など、
両面から丁寧に検討していく必要性がある。

○ このため、本検討会は、障害者の就労に係る雇用施策と福祉施策の在り方について、具体的な検討の方向性を議論することを
目的として開催するものである。

１ ． 趣 旨

４．構成員

３．開催状況

（１）雇用と福祉の役割分担の基本的考え方

（２）就労継続支援の在り方、それらに対する障害者雇用

促進法の適用の在り方（雇用率制度・納付金制度等）

（３）就労選択支援・就労移行支援・就労定着支援の効果的

な在り方、障害者就業・生活支援センターとの役割分担

（４）福祉と雇用の相互往来関係（うつ等からの復職、企業

雇用における障害者である労働者の加齢に伴う課題等）

（５）その他

２ ． 主 な 検 討 事 項
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